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   川崎市立学校の施設の開放に関する規則の一部を改正する規則 （案） 

 川崎市立学校の施設の開放に関する規則（昭和５１年川崎市教育委員会規則

第１２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とする。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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   制 定 理 由 

 

 プール開放事業の廃止に伴い、開放施設からプールを削るため、この規則を

制定するものである。 
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